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2014年10月末現在 

 支援件数 35件  支援総額 292億円 

 
 
 
 
 
 
 
 

具体例 

熊本城桜の馬場飲食物販施設設置事業（熊本市） 

○支援内容 
(1)支援先 
  熊本城桜の馬場 
  リテール株式会社 
(2)出資額 0.7億円 

  ○事業内容 
  (1)規模  地上2階建 
  (2)用途  店舗・事務所 
  (3)工期  2010年2月 
         ～2011年1月 

制度利用のための主な要件 

・民間事業者（ＳＰＣ） 

＜支援限度額＞ 

・次の①～③のうち、最も少ない額 

 ① 総事業費の50％ 

 ② 資本の50％ （東日本大震災の被災地においては80％） 

 ③ 公共施設等※２ の整備費 （都市機能誘導区域内は、公共施設等 ＋誘導施設※１の整備費） 

＜対象事業者＞ 

＜その他支援条件＞ 

・竣工後10年以内に配当を行うことが確実であると見込まれること。 
実績 

国 
補助金 出資 

 市町村が公共公益施設の整備を重点的に行うために策定する都市再生整備計画の区域内等において、国土交通大臣
の認定を受けた民間都市開発事業に対して、立ち上げ支援を行う。 
 これにより、公共公益施設のより効果的な活用や地域の活性化に貢献。 

 
民都機構 

融 資 土地 
建物 

・都市再生整備計画の区域、都市機能誘導区域等 

＜対象区域＞ 

＜対象事業＞ 

・広場、緑地等の公共施設整備を伴うこと 

・事業用地が0.2ヘクタール以上であること（医療・福祉、商業等の施設整備に関する事業は500

㎡以上） 

  ※ 三大都市圏の既成市街地等内は原則0.5ヘクタール以上 

  ※ 都市機能誘導区域内は0.1ヘクタール以上（誘導施設※１整備に関する事業は500㎡以上） 

支援対象 

  ※１：支援対象事業が施行される都市機能誘導区域内へ立地を誘導すべきとして立地適正化計画に定められている施設。 

  ※２：公共施設のほか、都市利便施設（駐車場、防災備蓄倉庫等）及び建築利便施設（エレベーター、共用通路等）を含む。 １ 



平成１７～２６年度 必要額の算定に用いた指標 

出資額（a） ２９，２０７ ８３４ ・・・A（１件当たりの平均出資額） 

相談件数（b） １７０ １７ ・・・B（平均相談件数（年）） 

出資件数（c） ３５ ３．５ 

出資に至った割合（c／b） ２０．６％ ・・・C 

都市機能誘導区域内事業支援件数   １ ・・・D 

国庫返納の考え方 

２ 

返納額 

○ これまでの相談件数のうち出資を行った割合、１件当たりの平均出資額、平成２６年度より措置された都市機能誘導区
域内の事業に対する支援見込みを基に必要額を算出。 

○ 相談から出資に至る平均期間が約３年であり、実際に出資を行う３年後において年間所要額を基金として保有していな
ければ、民間事業者と出資に向けた調整を進めることができない（民間事業の立上げ支援ができない）ため、今後３年間
の必要額を見込む。 

○ 以上のことから不要となる額（１３，５６５百万円）を国庫納付。 

見直し後の考え方 

１３，５６５百万円（基金残高１１，２６４百万円） 

必要額＝年間所要額〔（A×B×C）＋（A×D）〕×３年＝１１，２６４百万円 
返納額＝２４，８２９百万円（平成２６年９月末残高）－１１，２６４百万円（必要額）＝１３，５６５百万円 

（単位：百万円、件） 

当該基金に対する主な指摘 

○ 平成２６年度に１８０億円の出資を行うとの見込みは非現実的であり、これを前提に保有割合を算出することは適切では
ない。 

○ 本事業については、今後より確度の高い需要見込みを基に保有割合を再計算し、余剰と認められる資金については国
庫返納を行うべきではないか。 


